
福島被ばく訴訟第２回期日のご案内
井戸川前双葉町町長が原告となり、被ばくの問題を正面から問う、福島ひばく訴訟の第２回口頭弁論期日と報告集会のご案内です。

◆　第２回口頭弁論期日
日時　１１月１９日（木）午前１０時開廷
場所　東京地方裁判所１０３号法廷

第１回期日同様、傍聴券が配布されます。
傍聴券は、地裁正面玄関右側の２番交付窓口で、午前９時４０分までに、並んだ方に配布され、９７名を超えた場合には、抽選となります。
傍聴いただける方は、午前９時３０分ころまでに、東京地裁前にお越しください。

◆　報告集会
日時　同日午前１１時～正午
場所　弁護士会館５階

報告集会だけご参加いただくこともできます。

https://saitamasogo.jp/archives/67144

